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【折尾駅周辺】

迷惑行為防止重点地区の指定



迷惑行為防止重点地区について

   市長は、迷惑行為がその周囲の人々に及ぼす影響、地域の特性等を勘案して
迷惑行為を防止する必要があると認める地区を、
迷惑行為防止重点地区（以下重点地区）として指定する。(第9条1項)

市長は、重点地区を指定しようとする時は、
迷惑行為防止推進協議会（以下協議会）の意見を聴く。(第9条2項)

●条例制定の経緯
当時、迷惑行為が大きな問題となっていたため、基本条例を制定した。
その中で、ひどい迷惑の実態があり、市民の要望が高い行為について
重点地区を指定し、規制を行うこととした。

●協議会の重点地区指定の考え方
①多くの人が集まる地区で、市内全域への波及効果が期待できる範囲とする。
②罰則適用の厳しい処分と実効的な執行のため必要最小限の範囲とする。 
③主要な道路や河川などで囲まれ、認識が容易な範囲とする。

2

「迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例」(H20施行)



現在の重点地区
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違反者
過料

１，０００円

小倉(H20〜) 黒崎(H22〜)

路上喫煙 ごみのポイ捨て 飼い犬の
ふん放置

落書き

禁止

青枠：H22追加



折尾駅周辺の迷惑行為防止重点地区指定について

折尾駅では北側広場が令和５年度に整備完了し、
人の増加・賑わいが進行

✓飲食物の容器などのごみのポイ捨てが急増
✓路上喫煙・吸い殻ポイ捨ての問題の発生
✓落書きの発生
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背景（現状）



折尾駅舎

鹿児島本線

北側広場

南側広場（整備中）

筑豊本線

ゴミの状況

落書き

折尾駅周辺の迷惑行為の状況
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地域による清掃活動だけでは美化が困難

地域から
「迷惑行為防止重点地区への指定」を求める要望書
が提出（令和７年１０月）
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背景（現状）



地域からの要望書

※おりお未来21協議会（折尾のまちづくりに取り組む団体、会員５０名）
運営：折尾地区自治区会連合会・協同組合折尾商連・折尾料飲組合

学校法人福原学園・学校法人折尾愛真学園 など

迷惑行為防止重点地区の範囲 喫煙所設置場所
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・折尾駅の乗降客数が市内で２番目
[R6]小倉：6.6万人、折尾：2.9万人、黒崎：2.7万人、戸畑：1.7万人

・駅南側が住宅開発等により人口増加
【南側だけで約900人 → 約4,300人程度へ増加見込み】

・人が多く集まるエリアでの迷惑行為の発生・周囲への被害を防止する必要

・折尾周辺の学校には、市内の高校生・大学生の約４分の１が通学（約１万２千人）

小倉・黒崎と合わせ、市内全体へのモラル・マナー向上の波及効果が期待できる
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折尾駅周辺の指定が必要な理由（必要性）



・駅周辺の整備が令和８年度秋頃に完了予定
→駅前広場や道路の完成(まちの形が出来上がる）により、

明確な範囲設定が可能 ※これまでは整備中のため設定が困難

・迷惑行為が多いという現状も踏まえ、整備完了と同時期の
令和８年度秋頃に重点地区として指定

→新たなまちのスタート

9

指定の時期【案】（令和８年度）



折尾地区総合整備事業 計画図

折尾駅舎

鹿児島本線

北側広場

南側広場

筑豊本線
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重点地区

喫煙所

重点地区の範囲【案】

重点地区の面積 約３.６ha
 (小倉 約22ha,黒崎 約8ha)


